
手続きの流れ

① 渡航理由書
② 海外渡航チェックシート 
③ 誓約書 
②、③は学生が記入したも
のをとりまとめて提出 

学部・研究科の 
プログラム実施責任者

① 渡航理由書
② 海外渡航チェックシート 
③ 誓約書 

私事渡航を希望する学生 

申請 
提出先:  
各学部・研究科 留学担当係

部局においてチェックシートの確認事
項Ⅰに基づき，申請内容を確認 
渡航の可否を決定 

所属長

提出先: 
 国際交流課留学生交流係 

報告 
渡航の可否 
申請書類の写し 

危機管理対策本部

渡
航
を
許
可
し
た
場
合

渡航する国・地域の

感染症危険情報
レベル無し/レベル１ レベル 2/レベル３

渡航する国・地域の

危険情報
レベル 2/レベル３

海外渡航チェックシート 
確認事項Ⅱを実施・確認 

レベル無し/レベル１ 
事前に申請し、許可を
得る必要があります 

事前に申請する必要は
ありません 

・学部・研究科のプログラ
ムは通常どおり、事前研
修の実施、誓約書の提
出やOSSMAPlus への
加入指導等行ってくださ
い。 

・海外渡航チェックシート
に記入し各自で保管して
ください。 

・私事渡航する場合も必
ず「海外派遣支援システ
ム」に登録し、誓約書を
提出してください。 

・外務省の感染症危険
情報レベル又は感染症
以外の危険情報レベル
の変更に伴い渡航中止
や退避勧告が出される場
合があることに留意してく
ださい。 

留学生の一時帰国は手続きが異なります。所属部署の担当係に確認してください。


